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押印は不要です。

訂正する場合は取り消し線のみとします。

本市では、デジタル・ガバメント戦略に基づき手続きの簡素化によるお客さまの負担軽
減を図るため、申請書等の押印の見直しを進めていくこととなりました。
つきましては、令和３年（２０２１年）４月１日から記名（機器による印字や自署等）の場合
でも押印が不要となりましたので、下記を参考に他の申請書等を作成いただくようお願
いします。ただし、申請書等の押印欄に※印があるものについては、本人（代表者）が
自署しない場合は、記名押印が必要ですのでご注意ください。

申請書等への押印の見直しについて


